
 

 

みやぎ新農業人確保スタートアップ応援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、地域農業の維持・発展に向け、市町村等が実施する新規就農者の確保・育成

の取組を推進するため、みやぎ新農業人確保スタートアップ応援事業実施要領（令和６

年５月２０日施行。以下「要領」）に基づき事業実施主体が行う事業に要する経費につ

いて、予算の範囲内においてみやぎ新農業人確保スタートアップ応援事業費補助金（以

下「本補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付

規則（昭和５１年３月３１日付け宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付対象等） 

第２ 本補助金の交付対象となる事業実施主体、事業内容及び補助率等は、別表のとおり

とする。 

 

（事業の実施期間） 

第３ この事業の実施期間は、交付決定日から交付決定のあった日の属する年度の３月 

１０日までとする。 

 

（交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号による

ものとし、その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額

のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額とし

て控除できる部分の金額と地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消

費税額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、こ

れを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費

税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体については、この限りでな

い。 

３ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。 

（１）事業実施計画書（別紙１） 

（２）経費の配分及び収支予算書（別紙２） 

（３）暴力団排除に関する誓約書（別紙３） 

（４）納税証明書（全ての県税） 

（５）その他知事が必要と認める書類 

４ 次のいずれかに該当する事業者は、交付申請をすることができない。 

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団

員等 

（２）県税に未納がある者 



 

 

（３）補助対象となる事業について、国の補助金の交付を受ける場合 

５ 知事は前項（１）に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警察本

部長宛て照会することができる。 

 

（交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合におい

ては、別記様式第２号により知事の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更

の欄に掲げる以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。 

（２）補助事業を中止又は廃止する場合においては、別記様式第３号により知事の承認

を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

２ 知事は、交付の決定にあたっては第４第２項により補助金に係る消費税及び地方消費

税仕入れ控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、

適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額するもの

とする。 

３ 知事は第４第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係

る消費税及び地方消費税仕入れ控除税額について、補助金の額の確定において減額を行

うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（事業遂行状況報告） 

第６ 規則第１０条の規定により知事が必要であると認める場合は、事業実施主体に対し

て遂行状況報告を求めることができる。 

２ 前項により遂行状況報告を求められた事業実施主体は、別記様式第４号により報告す

るものとする。 

 

（実績報告） 

第７ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第５号に

よるものとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了の日から起算して３０日を経過し

た日又は補助対象事業の実施年度の３月１０日のいずれか早い期日とする。ただし、知

事が適当と認める場合にあっては、この限りでない。 

３ 前項の実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入れ控

除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕入れ控除税額を減額して報告

しなければならない。 

４ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類

は、次のとおりとする。 

（１）事業実施報告書（別紙４） 

（２）経費の配分及び負担区分、収支精算書（別紙２） 

（３）その他知事が必要と認める書類 



 

 

（補助金の交付方法） 

第８ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。た

だし、知事は補助事業遂行上必要と認めるときは、規則第１５条ただし書の規定により

概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、別記様式第６号に

よるものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９ 事業実施主体が補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額を別記様式第７号に

より速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入れ

控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（帳簿及び書類の備え付け等） 

第１０ 事業実施主体は、事業実施翌年から５年後まで、本補助金に係る収入及び支出を

明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について証拠書類又は証拠物を保存し

なければならない。 

 

（書類の提出及び経由） 

第１１ この要綱により知事に提出する書類は、事業を所管する地方振興事務所長、地方

振興事務所地域事務所長（以下「所長」という。）を経由するものとし、所長はその写

しを保管するものとする。 

２ 事業実施箇所が複数の圏域にまたがる場合は、その主たる事業実施箇所を所管する所

長を経由するものとする。 

 

（その他） 

第１２ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別

に定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年５月２０日から施行し、令和６年度予算に係る補助金に適用す

る。 

２  この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年５月２２日から施行する。 

２  この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。 

 



 

 

別表（第２関係） 
 
補助事業の交付対象となる事業実施主体、事業内容及び補助率等 

事業実施主体 事業内容 補助対象経費 補助率 

重要な変更 

経費配分 
の変更 

事業内容 
の変更 

下記１から３のいずれ

かに該当するもの。 

 

１ 県内市町村 

２ 県内農業協同組合 

３ 県内市町村が新規

就農者確保に関する

業務を委託している

団体（農業公社等） 

地域において、新規就農者

の確保・育成を推進するた

めの取組内容とする。 

 

１ 新規就農者の確保・育

成に向けた体制整備 

 ・研修会等の開催 

・新規就農者受入体制の

整備等 

 

２ 新規就農者募集イベン

ト等への参加又は開催 

・新規就農セミナー等へ

の参加 

・就農相談会等の開催 

 

３ その他、県が認める事

業 

当該事業実施に直接必

要な以下の経費とす

る。ただし、消費税は

対象外とする。 

 

報償費（謝金）、旅費、

使用料（会場使用料、

バス借上料等）、印刷

製本費、出展料、役務

費（通信料等）、消耗

品費、その他知事が適

当と認める経費 

 

 

 

補助対象経費の

１／２以内(補助

上限 250 千円)、

１事業主体当た

り補助金 10 千円

以上を対象とす

る。 

（事業内容の１

～３を併用可だ

が、併用した場合

でも補助上限は

250 千円とする。） 

 

補助対象事業費

の 30％を超える

増減 

１ 事業内容の

大幅な変更 

 

２ 事業の中止

及び廃止 

 

３ 事業の完了

年月日の延期 

 

４ その他事業

実施計画全体

に著しく影響

を及ぼす変更 

 

 
 
 


